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確定拠出年金法等の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係政省令案に
関する意見募集について 

  平成28年8月9日 No.419 

 6月3日に公布されました「確定拠出年金法等の一部を改正する法
律」※1の施行に伴う関係政省令の整備等及び経過措置に関する政
省令案についての意見募集※2が開始されましたのでご案内します。 

 内容は、平成29年1月1日施行の「個人型ＤＣの適用範囲の拡
大」に関する政省令案です。 
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三菱ＵＦＪ年金ニュース  
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 今回開示された関係政令案の概要 

※2  確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案 

※1  三菱ＵＦＪ年金ニュース（№4１0）確定拠出年金法等の一部を改正する法律の公布 

項番 項目 政令案の概要 

1 
 運営管理業務の委託要件  
 の見直し 

企業型ＤＣおよび個人型ＤＣに同時に加入した場合について、各々の運
営管理機関が業務を行うことが可能となるよう所要の措置を講じる 

2 
 個人型ＤＣ適用拡大に伴う 
 拠出限度額規定の改正 

新たに個人型ＤＣの加入者となる者についての拠出限度額の水準を規
定 

3 
 個人型ＤＣ加入対象外の 
 範囲を定める規定の削除 

個人型ＤＣの加入対象外の者の規定（確定拠出年金法施行令第35
条）を削除 

  確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令案 

 個人型ＤＣの適用範囲について、第3号被保険者および企業年金加入者※、公務員等

共済加入者についても加入を可能とする。 

  ※企業型年金（ＤＣ）加入者については規約に定めた場合に限る。 

 個人型DCの適用範囲の拡大の概要 【施行日】 平成29年1月1日 
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以 上 

項番 項目 政令案の概要 

4 
 脱退一時金の支給要件の 
 見直し 

脱退一時金の支給要件である個人別管理資産額上限について、個
人型ＤＣに加入可能かどうかに関わらず、２５万円に統一する※ 

※従来は、個人型ＤＣに加入可能な者は２５万円、個人型ＤＣに加入できない
者は５０万円 

また、個人型ＤＣ脱退一時金の支給要件判定に用いる個人別管理資
産額は、企業型ＤＣと個人型ＤＣの資産額を合算した金額とするが、
支給額については合算しない。 

企業型ＤＣ脱退一時金の支給要件判定についても合算しない金額と
する。 

5 
 脱退一時金の支給要件にお 
 ける通算拠出期間の見直し 

脱退一時金の支給要件判定に用いる通算拠出期間から、企業型ＤＣ
および個人型ＤＣに同時に加入していた重複期間を排除する規定を
追加 

6 
 個人別管理資産の移換に 
 関する経過措置 

個人別管理資産の移換に関する必要な経過措置を講ずる 

 今回開示された関係政令案の概要（つづき） 

項番 項目 省令案の概要 

1 
 厚生労働大臣から連合会へ 
 の通知規定の整備 

企業型ＤＣの加入者が個人型ＤＣに加入可能である旨を事業主が規
約に定めた場合等の国民年金基金連合会への通知事項を規定 

2 
 老齢給付金の請求時における  
 通算加入者等期間の通算 

企業型ＤＣと個人型ＤＣに同時加入した者についての裁定時には、両
期間を合算するため、各々の記録関連運営管理機関の間で必要な
記録の提供を求める旨を規定 

3 
 脱退一時金の請求時における  
 通算拠出期間等の通算 

4 
 加入者等への通知内容の 
 拡充 

企業型ＤＣと個人型ＤＣに同時加入した場合、加入者等への通知内
容に通算加入者等期間等を加えるよう規定 

5 
 老齢給付金の額の算定方法 
 の変更 

企業型ＤＣと個人型ＤＣの個人別管理資産をそれぞれ保有している
場合の老齢給付金の額について、企業型ＤＣと個人型ＤＣの各々の個
人別管理資産に基づき算定するよう規定 

6 
 企業型ＤＣの規約の閲覧規定 
 の整備 

事業主は企業型ＤＣの規約を事業所ごとに備え置き閲覧させる場合、
電磁的方法での代替も可能とするよう規定 

7 
 個人別管理資産の移換に関 
 する経過措置 

個人別管理資産の移換に関する必要な経過措置を講ずる 

 今回開示された関係省令案の概要 


